
令和元年10月1日から令和2年3月31日までの随意契約
【選挙管理委員会事務局】

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

選挙管理
委員会事
務局

用和小学校体育館
床修繕業務

令和2年1月7日
株式会社近江
スポーツ

八尾市陽光園２丁目５
番28号

1,771,000

同社は施設の状況を把握し、修繕方法を熟知してい
るため、限られた期間内で現場の確認及び修繕作業
を行う必要がある本業務を適切・確実に履行できる
ため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

令和元年度　随意契約の公表（選挙管理委員会事務局）

1 / 1 ページ


